
地域内フィーダー系統に係る地域公共交通確保維持事業の詳細

0地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金に関する事項

(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第17条第2項第1号~第4号関係)

地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細

0山形県地域公共交通計画<施策・事業3-2-1>地域内交通ネットワークについて、市
内関係者及び隣接地域の意見を踏まえた改善や見直しの検討等を定期的に行う。

・地域公共交通会議等おける、市内交通ネットワークの課題に関する年1回程度の定期的
な協議・検証、及び、系統・便数・運行ダイヤ等の見直し・改善(東根市)

・東根市外に影響する公共交通の検討・協議、及び地域別部会への提案・協議(東根市)

0山形県地域公共交通計画<施策・事業1 -1 -1>< 1 -2-1>によって整備・運用さ

れている山形県地域公共交通情報共有基盤に対し、GTFS-JP等のデータを適時適切に提供す
る。(東根市、事業者)

・ GTFS-JP (GTFS-RT)の作成・提供(東根市)

0山形県地域公共交通計画の<施策・事業3-1-1>に基づき、特に本事業の対象路線・
サービスが接続する地域間交通ネットワークの維持・強化を図る。(東根市)

・地域公共交通計画の<施策・事業2-1-1>によって導入される交通系 IC力ードに
ついて、市民や来訪者への普及啓発(事業者、東根市)

・本事業対象路線・サービスに対して交通系 IC力ードの導入の検討(東根市、事業者)
0その他、公共交通サービスの利用促進や改善のための事業を実施する。

・路線バスも含めた公共交通のネットワークが一目で分かる公共交通マップの作成・市内
全戸配布(東根市)

市町村名:東根市

2.'運行系統の概要及び運送予定者

回1叫

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表U を作成し添付

3 運行系統の利用者の数、、収支、・'費用に係る国又は地方公共団体の支出の額その

他の定量的な目標・効果及び、その評価手法,測定方法

0山形県地域公共交通計画大目標数値目標2の東根市相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

R ES A Sの移動実態数値(本県への来訪者数等):県外 60,000人、県内 70,000人

・東根市目標値(目標年度R6年度末)

県外 2,700 人、県内 100 人

0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標3の東根市相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

市町村総合交付金対象路線・サービス(本計画対象系統を含む地域内交通ネットワーク

全体)の人口あたりの乗車人員:2.50 回/人

・東根市の目標値帽標年度R6年度末)

1.1 回/人(直近年度の実績47,737 人)



0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標4の東根市相当分の達成

・県全体目標値帽標年度R6年度末)

市町村の移動サービスに対する負担額

フ,203 万 6 千円(直近年度の実績 5,602 万 8 千円)地域鉄道

路線バス 4億6,000 万円(直近年度の実績 5億 926 万 7 千円)

コミュニティバス:4億 4,000 万円(直近年度の実績 4億 9,030 万 1 千円)

デマンド交通:1 億 5,000 万円(直近年度の実績 1 億 9,722 万 8 千円)

(直近年度の実績0円)1億円タクシー

・東根市目標値(目標年度R6年度末)

(当該市町村が支出している交通モードの目標値、現況地を記載)

19,460 千円(直近年度の実績 19,653 千円)路線バス

デマンド交通:420千円(直近年度の実績0円)

0上記目標を達成するための細目標の達成(年次目標)

路線名(国庫補助対象

路線)

向原神町東根線

休石線

年間利用者数

休石線(公立病院経

由)

10,013 人以上

(直近年度の実績

9,914 人)

可冊

北部循環線

2,741 人以上

(直近年度の実績

2,714 人)

収支率

河北線

4,093 人以上

(直近年度の実績

4,053 人)

30.3%以上

(直近年度の実績

30.0%)

荷口神町東根線

2,239 人以上

(直近年度の実績

2,217 人)

6.5%以上

(直近年度の実績

6.4%)

中央循環東根線

東根市負担額

10,433 人以上

(直近年度の実績

10,330 人)

6.6%以上

(直近年度の実績

6.5 %)

2,799 千円

(直近年度の実績

2,827 千円)

デマンド型乗合タク

434 人以上

(直近年度の実績

430 人)

ソ^

3.8%以上

(直近年度の実績

3.8%)

5,296 千円

(直近年度の実績

5,349 千円)

193 人以上

(直近年度の実績

192 人)

0事業の効果

・上記路線を維持することにより、高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段が確保さ

れる。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的なウ運行体系が実現

できる。さらには、外出促進・地域活性化にもつながる。

30.フ%以上

(直近年度の実績

30.4%)

4,013 千円

(直近年度の実績

4,053 千円)

153 人以上

(直近年度の実績

巧2 人)

5.2%以上

(直近年度の実績

5.1 %)

3,017 千円

(直近年度の実績

3,047 千円)

9.8%以上

(直近年度の実績

9.フ%)

2,516 千円

(直近年度の実績

2,541 千円)

12.9%以上

(直近年度の実績

ー%)

1,579 千円

(直近年度の実績

1,594 千円)

240 千円

(直近年度の実績

242 千円)

420 千円

(直近年度の実績0

千円)



0上記目標・細目標の評価手法・測定方法

・上記目標・細目標の年度毎の達成状況について、最新のRESASの数値や事業者等か

ら提出された利用者数・収支率等の実績を基に、東根市地域公共交通会議や山形県地域

公共交通活性化協議会において評価・検討を行う。

4 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額
東根市から、運行事業者への負担金額については、運行費用(運行収入を含まない)すべ

ての費用のうち、補助金を差し引いたもの(23,517千円)を運行事業者に東根市が負担する
ものとする。

0車両減価償却費等国庫補助金に関する事項

(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第21条第1号~第4号関係)

車両の取得に係る目的、・必要性5.

該当なし

両減価

6 車両の取得,に係る定量的な目標'i効果

(1)事業の目標

等

両減価却等庫助金を受けようとる場厶のみ】

該当なし

補助金を受けようとする厶のみ

(2)事業の効果

臣1御

、、 J

該当なし

7 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者車両減価

助金を受けようとる厶のみ

該当なし

車両の取得に要、する費用の総額、負担者とその負担額8、

該当なし

助金を受けようと、る厶の

0その他申請に関する事項

9

0 山形県地域公共交通活性化協議会

<令和2年度>

・令和 2年4月23日(第 1 回)

・令和 2年7月巧日(第 2 回)

・令和 2年10月26日(第 3 回)

・令和 3年1月28日(第 4 回)

・令和 3年3月23日(第 5 回)

協議会の開催状況と主な議論

(全体協議会)

協議会の設立、公開原則の議決
地域公共交通計画策定に向けた議論
地域公共交通計画骨子案の議論

地域公共交通計画素案の議論

地域公共交通計画案の議論

両減価却等



<令和3年度>

・令和 3年6月

0 山形県地域公共交通活性化協議会(地域別部会)

<令和2年度>

山形県地域公共交通活性化協議会村山地域別部会

・令和2年10月19日(第 1 回):地域公共交通計画策定に向けた地域課題の整理

・令和 3年1月18日(第2 回):地域公共交通計画素案に対する地域の意見整理

日(第 1 回)

0 東根市地域公共交通会議

<令和2年度>

・令和 2年7月29日:市民バス、デマンド型乗合タクシー運行計画について

・令和 2年12月:市民バス停留所について(書面協議)

・令和3年1月:地域内フィーダー系統自己評価について(書面協議)

<令和3年度>

・令和3年5月:地域内フィーダー系統確保維持計画について(書面協議)

・令和 3年6月(予定):市民バス、デマンド型乗合タクシー運行計画について

0 その他公共交通関連会合・住民説明会等

<令和2年度>

・令和 2年6月17日:市民バス検討部会

市民バス、デマンド型乗合タクシー運行計画について

・令和 2年7月20日:バスシステム市民会議

市民バス、デマンド型乗合タクシー運行計画について

国庫補助要綱改正を踏まえた地域公共交通計画の修正につ

いての議論

<令和3年度>

・令和 3年6月(予定):市民バス検討部会

市民バス、デマンド型乗合タクシー運行計画について

・令和3年6月(予定):バスシステム市民会議

市民バス、デマンド型乗合タクシー運行計画について

0 山形県主催の補助要綱改正等の内容説明会

・令和3年4月20日:補助要綱の改正とそれに伴う県計画の修正の説明・質疑応答

別匝

10

山形県地域公共交通活性化協議会及びその地域別部会については、原則すべての資料及び議

事が協議会事務局(山形県)により東根市民も含めた県民全てに公開され、議事やその他地域
公共交通に関する意見の提供ができる状況にあり、提供された意見については、施策の反映に

つなげている。

本市では、地域住民の代表にて構成される会議等で、利用者の意見を運行計画に反映してい

る。

利用者等の意見の反映状況

1 1

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表5」を作成し添付

地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

【本計画に関する担当者・連絡先】

(住所)東根市中央一丁目1番1号

(所属)

(氏名)

(電話)

(e-ma i D

市民生活部生活環境課

佐藤

0237-42-1111 (内線 2172)

Seikatsu@cit . hi部Shine

晴那

釧a a ta. jp



地域内フィーダー系統に係る地域公共交通確保維持事業の詳細

0地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金に関する事項

(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第17条第2項第1号~第4号関係)

地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細

信己載例:赤字は全市町村共通必須記載を想定)

0山形県地域公共交通計画<施策・事業3-2-1>地域内交通ネットワークについて、市

内関係者及び隣接地域の意見を踏まえた改善や見直しの検討等を定期的に行う。
・地域公共交通会議等における、市内交通ネットワークの課題に関する年1回程度の定期

的な協議・検証、及び、系統・便数・運行ダイヤ等の見直し・改善(東根市)

・東根市外に影響する公共交通の検討・1窃議、及び地域別部会への提案・協議(東根市)
0山形県地域公共交通計画<施策・事業1 -1 -1><1 -2-1>によって整備・運用さ

れている山形県地域公共交通情報共有基盤に対し、GTFS-JP等のデータを適時適切に提供す

る。(東根市、事業者)

・ GTFS-JP (GTFS-RT)の作成・提供(東根市)

0山形県地域公共交通計画の<施策・事業3-1-1>に基づき、特に本事業の対象路線・
サービスが接続する地域間交通ネットワークの維持・強化を図る。(東根市)

・地域公共交通計画の<施策・事業2-1-1>によって導入される交通系 IC力ードに

ついて、市民や来訪者への普及啓発(事業者、東根市)

・本事業対象路線・サービスに対して交通系 IC力ードの導入の検討(東根市、事業者)

0その他、公共交通サービスの利用促進や改善のための事業を実施する。

・路線バスの公共交通のネットワークが一目で分かる公共交通マップの作成・市内全戸配
布(東根市)

市町村名

2

卿1匝

運行系統の概要及び運行予定者

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表U を作成し添付

東根市



3 運行系統の利用者の数、収支、費用に係る国又は地方公共団体の支出の額その

他の定量的な目標、・効果及びその評価、手法・測定方法

0山形県地域公共交通計画大目標数値目標2の東根市相当分の達成

・県全体目標値帽標年度R6年度末)

R ES A Sの移動実態数値(本県への来訪者数等):県外 60,000人、県内 70,000人

・東根市目標値帽標年度R6年度末)

県外 2,700 人、県内 100 人

0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標3の東根市相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

市町村総合交付金対象路線・サービス(本計画対象系統を含む地域内交通ネットワーク

全体)の人口あたりの乗車人員:2.50 回/人

・東根市の目標値帽標年度R6年度末)

1.1 回/人(直近年度の実績47,737 人)

0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標4の東根市相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

市町村の移動サービスに対する負担額

フ,203 万 6 千円(直近年度の実績 5,602 万 8 千円)地域鉄道

4億 6,000 万円(直近年度の実績 5 億 926 万 7 千円)路線バス

コミュニティバス:4億 4,000 万円(直近年度の実績 4億 9,030 万 1 千円)

デマンド交通:1 億 5,000 万円(直近年度の実績 1 億 9,722 万 8 千円)

1億円 (直近年度の実績0円)タクシー

・東根市目標値(目標年度R6年度末)

(当該市町村が支出している交通モードの目標値、現況地を記載)

19,457 千円(直近年度の実績 19,653 千円)路線バス

デマンド交通:420千円(直近年度の実績0円)

0上記目標を達成するための細目標の達成(年次目標)

河北病院(稲下)公立病院線の年間利用者数:12,275人以上(直近年度の実績12,2乃人)

河北病院(稲下)公立病院線の収支率:27.5%以上(直近年度の実績28.4%)

河北病院(稲下)公立病院線の東根市負担額595千円(直近年度の実績570千円)

別1御

公立病院(大石田)尾花沢線の年間利用者数:20,966人以上(直近年度の実績 20,966人)

公立病院(大石田)尾花沢線の収支率:41.9%以上(直近年度の実績43.5%)

公立病院(大石田)尾花沢線の東根市負担額385千円(直近年度の実績361千円)

0上記目標・細目標の評価手法・測定方法

・上記目標・細目標の年度毎の達成状況について、最新のRESASの数値や事業者等か

ら提出された利用者数・収支率等の実績を基に、東根市公共交通会議や山形県地域公共

交通活性化協議会において評価・検討を行う。

4 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額
東根市から、運行事業者への負担金額については、運行費用(運行収入を含まない)のー

部または全部のうち、補助金を差し引いたものを運行事業者に東根市が負担するものとする。

※該当路線における負担額の実績(令和2年度時) 931,000円



0車両減価償却費等国庫補助金に関する事項

(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第21条第1号~第4号関係)

5 車両の取得に係る目的・必要性

【両減価償却費等国庫助金を受けようとする合のみ】

該当なし

6 車両の取得に係る定量的な目標・効果

該当なし

車両減価

(2)事業の効果

該当なし

等

1 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者

助金を受けようとする厶のみ】

助金を受けようとする△のみ

該当なし

負担者とその負担額18、、二車両の取得に要する費用の総額、

副1匝

該当なし

金を受けようと,、1る厶の

両減価却

等



0その他申請に関する事項

9

0 山形県地域公共交通活性化協議会(全体協議会)

<令和2年度>

・令和 2年4月23日(第 1 回):協議会の設立、公開原則の議決等

・令和 2年7月15日(第2 回):地域公共交通計画策定に向けた議論

・令和 2年10月26日(第 3 回):地域公共交通計画骨子案の議論

・令和 3年1 月28日(第4回):地域公共交通計画素案の議論

月23日(第5 回):地域公共交通計画案の議論3年3・令和

<令和3年度>

・令和3年6月日(第1回):国庫補助要綱改正を踏まえた地域公共交通計画の修正につ

協議会、の開催状況と主な議論

いての議論

0 山形県地域公共交通活性化協議会(地域別部会)

<令和2年度>

山形県地域公共交通活性化協議会村山地域別部会

・令和 2年10月19日(第 1 回):地域公共交通計画策定に向けた地域課題の整理

・令和 3年1月18日(第2 回):地域公共交通計画素案に対する地域の意見整理

0 東根市地域公共交通活性化協議会(東根市地域公共交通会議)

<令和2年度>

・令和 2年6月17日:市民バス検討部会

市民バス、デマンド型乗合タクシー運行計画について

・令和 2年7月20日:バスシステム市民会議

市民バス、デマンド型乗合タクシー運行計画について

<令和3年度>

・令和 3年6月(予定):市民バス検討部会

市民バス、デマンド型乗合タクシー運行計画について

・令和 3年6月(予定):バスシステム市民会議

市民バス、デマンド型乗合タクシー運行計画について

0 山形県主催の補助要綱改正等の内容説明会

・令和3年4月20日:補助要綱の改正とそれに伴う県計画の修正の説明・質疑応答

卿1細

10

山形県地域公共交通活性化協議会及びその地域別部会については、原則すべての資料及び議

事が協議会事務局(山形県)により東根市民も含めた県民全てに公開され、議事やその他地域

公共交通に関する意見の提供ができる状況にあり、提供された意見については、施策の反映に

つなげている。

本市では、地域住民の代表にて構成される会議等で利用者の意見を運行計画に反映している。

利用者等の意見の反映状況

1 1

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表5」を作成し添付

地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

【本計画に関する担当者・連絡先】

(住所)東根市中央一丁目 1番1号

(所属)東根市商工観光課

(氏名)長岡明宏

(電話) 0237-42-1111 (内線:3112)

(e-ma i D kankou@c i t . h i ash iηe ata, JPama



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名
運行系銃名
(申請番号)

(1 )
向原神町東根線
(公立病院経由)

向原神町東根線
②(長瀞・公立病院経

由)

運行系統

起点

東根市

経由地

向原

山交バス株式会社

(3)

終点

公立病驍

系統
キロ程

休石線

向原

(4)休石線(公立病院経由)

計画
運行
日数

住 23akm

".

計画
運行
回数

凱Ⅲ

復 20okm

(5)

{主マ3}kη1

原方・殉原

2'5日

北部循環線

塩

運行態様の別

2'5回

休石

(6)

地域内フィーダー系統の運凖適合
(別表7及び別衷9)

kj"

公立籍院

往 160k,Π

245日

河北線

基拳ハで
該当する
要件

路線定期運行

復 10okm

1225回

(注〕

1 区域運行及び乗用タクシーによる運行の堪合は、運行系紘の「軽由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系銃キロ程」について記載を要しない。

2 「系靴キロ程」については、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記粧すること。なお、循斑系銃の堀合には、往又は復のどちらかの嬬にキロ程を記戦し、もう片方の栂に「循環」と記載すること。

3 「利便増進特倒惜置」については_地域公共交通利便増艦計画の認定を墨け、地域内フィーダー系薪に係る特例措置の適用(別表9)を受けて械助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4 「運行態様の別」については、路綏定期運行、路線不定期運行、区城運行、乗用タクシーによる運行の別在記載すること。

5 「補助対欽地域間幹線系莪等と接続の砿保」については、地域内フ¥ーダー系統が接続寸る補助対象地域闘粋線系蒜又は地域問交通ネソトワーウとどのように接綾を確保するかについて記載すること。

6 垂用タクシーによる運行の嶋合は、「運行系紙名」「利便増'特例惜置」1こついて記載を要しない。

7 本表に記載する運行予定系紙を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシー仁よる運行の堀合は、営案区域を示した地鳳を柔付すること。

⑦荷口神町束根線

休石

公立摘院

往 242k,"

2゛5日

東根交通
神町タクシー

補助対叙地域問幹
線系統等と接続の
硫保

①・②0)

路線定期運行

[Σ三亙亙ヨ

塩 2'2km

"0回

⑧中央循環東根線

補助対諏地岐問幹線系
鞍天蛮駅前(東根市役
所・村山駅前)北町般と
さくらんぼ東根駅・棄根
市役所・公立籍院で接

河北病院

往 176km

245日

①・②0)

荷口

路線定期運行

基凖ホで該
当する要件
{別表7のみ〕

マ45回

(9)

儲理

デマンド型乗合タク

補助封急地城間幹綿系
織天蛮駅前(輩根市役
所・村山駅前)北動繰と
さくらんほ東根駅・廩根
市役所・公立病院で接
綾

住ユ27kr"

245日

10 "皿゛

①・②a)

路線定期運行

シー

檀 212k"、

③

490甸

公立傭般

補助対象地城間幹線系
銑天蛮駅前(東根市役
所・村山駅前)北田1接と
さくらんほ東根駅・棄根
市役所で接驍

公立窯跳

往 150kΠ1

2d5日

①・②a)

路線定期運行

俊 156k巾

③

245回

補助対諏地城間幹段系
航天童駅前(東柤市役
所・村山駅前)北町線と
さくらんほ坂根駅・東柤
市役所・公立病院で接
続

往 155km

泉郷地域

1'5日

①

路線定期運行

②

M6回

晶N

補助対録地域間幹緩系
扶天蛮闘前(豪糎市役
所・村山駅前〕北町繰と
さくらんぼ東根駅・壷根
市役所・公立摺院で接
続

住

99Ξ

krY,

①

路細定期運行

復

②

1卯回

kr"

補助封煮地域間幹緑系
銃天童駅前(東根市役
所・村山駅前)北町阪と
さくらんぼ東根駅で接続

196日

①

路段定期運行

②

3リユ回

補助対象地城間幹總系
鞍天査駅前(璽根市役
所・村山駅前)北町繰と
さくらんぼ東根駅・軍根
市役所・公立病院で接
薪

①

区域運行

②

補助対諏地域間幹線系
絖天重駅前〔東般市役
所・村山駅前)北町線と
さくらんぼ重根駅・東根
市役所・公立病院で接
謡

①

②

補助対魚地城間幹線系
統天章駅前(東根市役
所・村山駅前)北町線と
さくらんほ璽根駅・東根
市役所・公立病院で接
禁

②

②

利
便
増
進
特
例
措
置



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名

東根市
村山市

河北町

運送予定者名

東根市

村山市

罵花沢市
大石田町

山交バス株式会社

運行系統名
(申請番号)

G主)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

2,「系統キロ程」については、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域問幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域問幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(1)河北病院(稲下)公立病院

(2)公立病院(大石圖尾花沢

(3)

運行系統

起点

(4)

河北
病院

経由地

(5)

ノ＼"ー公」ι

病院

稲下

終点

系統
キロ程

大石田

駅月1」

ノ＼'ー公」ι

病院

三十画
運行

日数

尾花
沢待
合所

往 19.1km

復 19.1km

三十画

運行

回数

往 211km

復 21.8km

241日

krΥ1

krγ1

1,084回

241日

運行態様の別

krYI

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

1,205回

日

krYI

路線定期運行

km

基準ハで
該当する
要件

日

krn

回

路線定期運行

日

回

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

①

[Σ亙亙ヨ

回

村山駅で補助対象地
域間幹線系統天童北
跡線と接続

①
村山駅で補助対象地
域間幹線系統天童北
町線と接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

②

②

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持亊業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名
運行系統名
(申舗番号)

( 1 )
向原神町東根線
(公立病院経由)

向原神町東根線
②(長瀞,公立病院経

由)

運行系絖

起点

束根市

経由地

向原

山交バス株式会社

(3)

終点

公立籍院

系統
キロ程

休石線

向原

(4)休石線(公立病院経由)

計画
運行
日数

往 239km

計画
運行
回数

●〔4、

復マ60武m

(5)

豚方・内原

牲

?40日

北部循環線

ココ/、hl

復

運行懸様の別

?46回

休石

(6)

地域内フィーダー系銃の基準適合
(別表7及び別表9)

k0「

公立病院

往 160kr"

246日

河北線

墓準ハで
該当する
要件

路線定期運行

復 160krTI

(;主)

1 区城運行及び乗用タクシーによる運行の蠣合は、運行系紙の「経由地」に営葉区城を記載することとし、「起貞」、「終点」及び「系銃キロ程」について記載を要しない。

2 「系翫キロ程」については、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記叢寸ること.なお、循環系紬の堀合には、柱又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に1循環」と記載すること。

3 「利便増進特例磁置」につぃては、地岐公共交通利便増進計画の認定を受け、地城内フィーダー系紙に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対諏となる堀合のみ「0」を記載すること.

4 「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、承用タクシーによる運行の別を記載すること。

5 「補助対魚地域間幹組系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接莪寸る補助対魚抽域間幹線系紙又は地域問交通ネソトワークとどのように1妾続を確保するかについて記載すること。

6 乗用タクシーによる運行の堀合は、「運行系靴名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

7 本袈に記戯する運行〒定系紙を示した地固及び運行ダイヤを承付すること。乗用タクシーによる運行の堀合は、営菜区城巻示Lた抽図を添付すること。

児コ回

⑦荷口神町東根線

休石

性 242km

公立痛院

246日

東根交通
神町タクシー

補助対魚地域問幹
繋系統等と接続の
確保

①・②(わ

路線定期運行

E11^

復?'?k巾

閼2回

(田

補助対諏地城間僻繰系
銃天査駅前(東根市役
所・村山駅前)北町線と
さくらんぽ璽根駅・東娘
市役所・公立病院で接
莪

中央循理東根線

河北摘院

住 176kl"

ユ'6日

①・②a)

荷口

路線定期運行

2"回

基凖ホで該
当する要件
(別表7のみ)

(9)

易竣

デマンド型乗合タク
シー

補助対急地域間幹繰系
鯱天重駅前(棄根市役
所・村山駅前)北町繰と

さくらんぽ東根駅・東根
市役所・公立病院で接
穎

住 227km

?46日

¥゛"●

①・②(1)

路線定期運行

惚 212km

③

492回

曇立仙枕

補助対魚地域間幹線系
毓天童駅前(棄恨市役
所・村山駅前)北町練と
さくらんぼ張根駅・東根
市役所で接綾

公立癖院

往 150km

24Ee

①・②a)

路線定期運行

復 156ktrl

③

N0回

補助対象地域聞幹線系
鞍天童駅前(東根市役
所・村山駅前)北町緑と
さくらんぼ東根駅・東根
市役所・公立病院で接
軽

往 155km

泉弼地域

146日

①

路線定朔運行

③

146回

希汲

補助対象地域問幹線系
鞍天室駅前(軍根市役
所・村山駅前〕北町餓と
さくらんぼ東根駅・璽根
市役所・公立癖院で接
貌

往

100日

kr"

①

路線定期運行

復

③

200回

武r"

補助卦魚地賊問幹線系
銃天蛮駅前(東根市役
所・村山駅前)北町鼠と
さくらんぽ稾根駅で接鞍

106日

①

路線定期運行

③

"2回

補助対魚地賊間幹繰系
鞍天蛮駅前(凱根市役
所・村山駅前)北町線と
さくらんぼ軍根駅・璽根
市役所・公立病院で接
続

①

区域運行

③

補助封録地域間幹線系
鞍天責駅前(東相市役
所・村山駅前)北町線と
さくらんほ東根駅・東根
市役所・公立病院で接
軽

①

③

補助対諒地域間幹繰系
鞍天童駅前(璽根市役
所・村山駅前"ヒ町線と
さくらんほ璽根駅・重根
市役所・公立病院で接
鞍

③

③

利
便
増
進
特
例
播
置



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名

東根市
村山市

河北町

運送予定者名

東根市

村山市

足花沢市

大石田団1

山交バス株式会社

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及ぴ乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

2.「系統キロ程」1こついては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(1)河北病院(稲下)公立病院

(2)公立病院(大石田)尾花沢

(3)

運行系統

起点

(4)

河北
病院

経由地

(5)

ノ＼"ー公」ι

病院

稲下

終点

系統
キロ程

大石田

駅前

ノ＼、」ー公」ι

病院

き十画
運行
日数

尾花
沢待
口所

往 19.1km

復 19.1km

三十画
運イテ
回数

往 21.1kTΥ1

復 218km

241日

krη

km

1,084回

241日

運行態様の別

k rT'1

krΥ1

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

1,205回

日

路線定期運行

krη

k rl"1

基準ハで
該当する
要件

日

回

路線定期運行

日

回

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

①

E^

回

村山駅で補助対象地
域間幹線系統天童北
町線と接続

①
村山駅で補助対象地
域間幹線系統天童北
町線と接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

③

③

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名
運行系統名
(申請番号)

(1 )
向原神町東根線
(公立病院経由)

向原神町東根線
②(長瀞・公立病院経

由)

運行系紙

起点

東根市

経由地

向原

山交バス株式会社

(3)

終膚

公立病院

系統
キロ程

休石線

向原

(4)休石總(公立病院経由)

計画
運行
日数

住 239km

孔"

3十画
運1子
回数

#【T

復 260k"1

(5)

氣方・殉原

tキ

244日

北部循環線

マ37kr"

復

運行態様の別

2U回

休石

(6)

地域内フィーダー系銃の基準適合
(別表7及び別表9)

krTI

公立拙院

往 160k"Π

2'4日

河北線

基凖ハで
該当する
要件

路線定期運行

復 160kπ1

児2回

休石

(注)

1 区域運行及び乗用タクシーによる運行の堀合は、運行系翫の「経由地」に営棗区域庄記粧することとし、「起点」、「終点」及び「系銃キロ程」仁っいて記戲を要Lない。

2 「系薮キロ狸」にっいては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載寸ること。なお、循環系枝の堀合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循斑」と記載司、ること。

3 「利便増進特例措置」にっいては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系莪に係る特例措哉の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4 「運行態様の別」にっいては、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5 「補助対急地域問幹線系薮等と接続の確保」にっいては、地域内フィーダー系統が接装する補助対急地城問幹線系枡又は地域問交通ネットワークとどのように接鞭を確保するかにっいて記載すること。

6 乗用タクシーによる運行の堪合は、「運行系銃名」「利便増進特例措置」について記載寺要Lない。

7 本表に記載する運行予定系鉄を示した地国及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の堀合は、営業区域を示した地図を添付すること。

⑦荷口神町東根般

公立病院

往 242km

244日

東根交通
神町タクシー

補助対叡地域間幹
線系統等と接続の
確保

①・②(1)

路般定期運行

区亟亙ヨ

徒 242kr"

4舶回

⑧中央循環東根線

補助対急地城間幹線系
栽天童駅前(軍根市役
所・村山駅前〕北町線と
さくらんぼ東根駅・庫根
市役所・公立病院で接
縦

河北痴院

住リ6krn

244日

①・②a)

路線定期運行

荷口

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ〕

244回

(9)

需斑

デマンド型乗合タク

補助対諏地域間幹繰系
鞍天蛮駅前(東担市役
所・村山駅前)北町線と
さくらんぼ東根駅・東根
ホ役所・公立病院で接
鞍

柱 227Rr"

244日

オ゛"段

①・②0)

路鰻定期運行

シー

復 212krn

③

4舶回

公立倒r才

捕助対魚地城問幹繰系
統天蛮駅前(廩根市役
所・村山販前)北町線と
さくらんぼ璽粗駅,東根
市役所で接耕

往 155km

公立璃院

?44日

①・②(1)

路線定期運行

復 156kl"

③

244回

補助対魚地域間鮮線系
鞍天貫駅甫K庫根市役
所・村山釈前)北町線と
さくらんほ東根駅・東根
市役所・公立病院で接
練

住 155k,"

泉郷抽域

珂4日

①

路線定期運行

③

144回

罷斑

補助封急地域間幹繼系
紋天産駅前{東根市役
所・村山駅前"ヒ町線と
さくらんほ東根駅・東根
市役所・公立病院で接
統

住

100日

①

kr"

路線定期運行

榎

③

200回

k!"

補助対急地域問幹線系
統天蛮駅前(稾柤市役
所・キ1山駅前)北田1線と
さくらんぼ東根駅で接経

104日

①

路綏定期運行

③

3卵回

補助対象地域間幹線系
銃天童駅前(東根市役
所・村山駅前〕北町線と
さくらんぼ東根駅・鷹根
市役所・公立病院で接
帳

①

区域運行

③

補助対詠地域間聨線系
鞍天童駅前(藁根市役
所・村山駅前)北町繰と
さくらんぼ箪根駅・東根
市役所・公立病院で接
綾

①

③

補助対叡地城間幹線系
鞍天童駅前(東根市役
所・村山駅前〕北町組と
さくらんぼ棄娘駅・璽根
市役所・公立癖院で接
綬

③

③

利
便
増
進
特
例
播
置



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名

東根市
村山市
河北町

運送予定者名

東根市

村山市

尾花沢市
大石田町

山交バス株式会社

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及ぴ「系統キロ程」について記載を要しない。

2.「系統キロ程」については、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(1)河北病院(稲下)公立病院

(2)公立病院(大石囿尾花沢

(3)

運行系統

起点

(4)

河北
病院

経由地

(5)

ノ＼・」ー公」ι

病院

稲下

終点

系統
キロ程

大石田

駅目1」

ノ＼"ー公」ι

病院

三十画

運行

日数

尾花
沢待
合所

往 191km

復 19.1kr"

三十画

運行

回数

往 21.1km

復 21.8krrl

241日

krη

krη

1,084回

241日

運行態様の別

krη

km

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

1,205回

日

路線定期運行

krη

kr"

基準ハで
該当する
要件

日

回

路線定期運行

日

回

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

①

[Σ亘亙亙ヨ

回

村山駅で補助対象地
域間幹線系統天童北
町線と接続

①
村山駅で補助対象地
域問幹線系統天童北
町線と接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

③

③

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名
運行系統名
(申請番号)

(1 )
向原神町東根線
(公立病院経由)

向原神町束根線
⑦(長瀞・公立病院経

由〕

運行系統

起点

東根市

経由地

向原

山交バス株式会社

(3)

終点

公立病院

系統
キロ程

休石線

向原

(4)休石線(公立病院経由)

計画
運1ラ
日数

柱 239km

"叩

計画
運行
回数

{、

虚 260k,"

(5)

牲

顕方・向原

之44日

北部循環線

マ31kTTI

復

運行態様の別

2U回

休石

(6)

地域内フィーダー系統の基凖適合
(別表7及び別表9)

kr,1

公立病険

住 10okm

244臼

河北繰

墓準ハで
該当する
要件

路般定期運行

復 160k,"

122回

(;主)

1 区域運行及び乗用タクシーによる運行の増合は、運行系翫の「経由地」に営業区域を記載することとし.「起点」、「終点」及び「系銃キロ程」について記載を要しない。

2 「系新キロ袈」にっいては、小数貞第1位(第2位以下切り捨て)まで記載寸ること。なお、循斑系蒜の場合には、往又は復のどちらかの開にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循斑」と記載すること。

3 「利便増進特例描置」にっいては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地城内フィーダー系薮に係る特例描置の適用(別表9)を受けて補助対諏となる堀合のみ「0」を記載すること。

4 「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タウシーによる運行の別を記載すること。

5 「補助対魚地域間幹線系統辱と接萩の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対録地域悶幹線系粧又は地域間交通ネットワーウとどのように1妾続を確保するかについて記載すること。

6 乗用タクシーによる運行の1易合は、「運行系靴名」「利便増進特例惜置」について記載を要Lない。

7 本表に記叢する運行予定系織を示Lた地図及び運行ダイヤを添付すること.乗用タクシーによる運行の場合は、轡業区城を示した地図を療付すること。

⑦荷口神町東根線

休石

公立病陛

往ユ●2k"、

244日

東根交通
神町タクシー

補助対探地域問幹
線系統等と接続の
確保

①,②a)

路線定期運行

[Σ垂亙ヨ

復 242k,"

4羽回

⑧中央循環東根線

補助対鍬地域間幹線系
鞍天蛮駅前(東相市役
所・村山駅前)北町般と
さくらんぼ軍根駅,東根
市役所・公立病院で接
驍

河北病院

往 176km

?44日

①・②(1)

路線定期運行

荷口

基凖ホで該
当する要件
(別壷7のみ)

244甸

(9)

露理

デマンド型乗合タク

補助対魚地域問幹緑系
鞍天蛮駅前(藁根市役
所・村山駅前〕北町線と
さくらんほ棄根駅・東根
市役所・公立病院で接
紙

往 2之7kro

244日

」●,,1

①・②0)

路線定期運行

復 212kr"

シー

③

'朋回

公立鷄践

補助対急地城閻幹緑系
鞍天童駅前(靈根市役
所・村山駅前〕北町線と
さくらんほ東根駅・東根
市役所で接鱗

住!56k,Π

公立癖院

244日

①・②(1)

路線定期運行

復 156krΥ1

③

2"回

補助対魚地域閻幹授系
枝天童駅前(東根市役
所・村山駅前〕北町坂と
さくらんほ東1旦駅・東根
市役所・公立癖院で捜
綾

泉騨地域

住 155km

145日

①

路線定期運行

③

145回

磊理

補助対象地域間幹繰系
統天蛮駅前(庫根市役
所・村山駅前)北町線と
さくらんぼ藁根駅・東根
市役所・公立病院で接
鞭

往

99Ξ

①

kr"

路線定期運行

復

③

抑E回

k1Π

補助対叡地域間幹線系
紋天空駅前(東根市役
所・村山駅前)北町線と
さくらんぽ東相駅で接綬

1日3日

①

路線定期運行

③

386国

補助対急地域間鮮線系
鞍天寅駅前{東根市役
所・村山駅前)北町緑と
さくらんぼ庫根駅・東根
市役所・公立病院で接
疑

①

区域運行

③

補助対魚地域間幹線系
斬天童駅前(棄根市役
所・村山駅前)北町線と
さくらんほ壷根駅・東根
市役所・公立病院で接
軽

①

③

補助封魚地域間幹線系
銃天蛮駅前(重根市役
所・村山駅前)北田1線と
さくらんぽ東根駅・稾根
市役所・公立病院で接
鉄

③

③

利
便
憎
進
特
例
措
置



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名

東根市
村山市

河北町

運送予定者名

東恨市

村山市

尾花沢市

大石田町

山交バス株式会社

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」1こついて記載を要しない。

2.「系統キロ程」1こついては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3,「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5,「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措買」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(1)河北病院(稲下)公立病院

(2)公立病院(大石圖尾花沢

(3)

運行系統

起点

(4)

河北
病院

経由地

(5)

ノ＼・」ー公」ι

病院

稲下

終点

系統
キロ程

大石田

駅前

ノ＼・J-公」ι

病院

き十画

運行

日数

尾花
沢待
合所

往 191km

復 19.1kr"

三十画
運行

回数

往 211km

復 218km

241日

krη

k「η

1,084回

241日

運行態様の別

krη

km

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

1,205回

日

路線定期運行

krη

km

基準ハで
該当する
要件

日

回

路線定期運行

日

回

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

①

EΣ垂亙ヨ

回

村山駅で補助対象地
域問幹線系統天童北
町線と接続

①
村山駅で補助対象地
域問幹線系統天童北
町線と接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

③

③

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復
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休石

西原

高野

原宿

追分

新田

向原

八動

11向

上野川

高駐在所因

大門口

野川

野川西
西

沢渡口

*車前

原方街道

原方公民館

六日町公民詑

一日町郵便周

東根公民館

玉問通り東

県営住宅前

東根市役所

まなびあテラス

一本木中央

さくらん1 択駅

さくサんぼ

休
根行
6:20

6:21

6:22

6:22

6:2ヨ

6:24

6:26

6:28

6:29

6:30

6:ヨ之

633

6:ヨ5

6:享6

6:37

6:38

6:39

6:41

6:42

6:4ヨ

6:44

6:45

6:46

6:47

6:48

6:49

6:50

6:51

石

フ:25

フ:26

フ:27

フ:28

フ:29

フ:30

フ:32

フ:33

フ:34

フ:35

737

フ:鶚

フ:40

フ:41

フ:42

フ:43

フ:44

フ:46

フ:47

フ:48

フ:49

フ:50

フ:51

フ:52

フ:53

フ:54

フ:55

フ:56

石

さくらん1冨廩駅

一本木中央

まなびあテラス

市役所
県営住宅前
五問題り束

東投公民館

一日町便局

六日町公民蓮

原方公民

原方街道

水車伯

沢渡口

西

野川西

川

大門口

駐在所西

行

14:30

14:31

14:32

14:33

14:34

14:35

14:36

14:37

14:38

14:39

14:40

14:42

14:43

14:44

14:45

14:46

14:4宮

14:49

14:51

14:52

14:53

14:55

14:56

14:57

14:58

14:58

14:59

15:00

■■

0-

18:30

18:31

18:32

18:3ヨ

1念:34

1念:35

18:ヨ6

18:ヨフ

18:38

18:ヨ9

18:40

1亀42

Ig:43

18:鷆

18:45

18:4'

1歌闘

18:49

18:51

18:52

18:53

18:55

18:57

18:58

18:59

18:59

19:00

19:01

休石(公立
さくらん1 根駅行

休石 9:00

西殿 9:01

高野 9:02

原宿 9:02

追分 9:03

新田 9:04

向恩 9:06

八幡町 9:08

川向 9:09

上野川 9:10

駐西 ,:12

門口 ,:13

野 11 9:15

野川西 ,:16

西 全17 東根

9:18 三日日1

全19 本町通り

9:21 一日町便

9:22 東の牡

9:23 寮師

9:24 東の牡

9:26 六日畠1公民

9:2念原方公民愈

9:29 原方苗避

9:30

9:31 口

9:32 西

野川因9:33

9:34 Ⅱ

門口9:35

9:36

9:38 上野川

9:40 川向

9:41 八動

9:42 向原

9:43 新田

9:M 追分

9:45 辰宿

9:46

9:47 西原

駅 9:48 石

。,東根市市民バス時刻表

[料金]

乗車区問に園わらず、一律料金です.小学校入学前の方は無料です.
●大人 ●小中学生、高校生 100円円

●次の条件に該当する方は、乗車料金が半になります.

各種手や年説の分かるものを運転手にご提示ください.

身体陸害老、知的円害者、精神陸害老、車イス使用者(付逐人を含
みます.)、瀬70哉以上の方

由)
休石行

さくらん1

一本木中央

まなあテラス

市役所
県営住宅前

玉冏週り棄

東根公民

日本一の大ケヤキ

堂ノ前公

さくらん1ぎ東根泉
公鯛院

さくらん1 根温泉口

東根駅前角

角

町

追分

原宿

高野

西原

休石

[回敷券]

● 100円が11 枚りで 1.伽0円です.

●回數券の販売は、次の堤所でおこなっております.

市民バスm内、観光物産協会(さくらんぽタント館1階)、東根市役
所生活境課

六日町公民

東の牡

梨師

東の牡

一日由便局

本町通り

三日町

東根便局

角

東根駅前角

さくらんほ東榎温泉口

公立院

さくらん1 根泊泉

堂ノ前公

日本一の大ケヤキ

輩根公民

五問通り東

県営住宅.

東市役所

まなびあテラス

一本木中央

さくらん1

11:45

11:46

11:47

11:48

11:49

11:50

11:51

11:52

11:5ヨ

11:54

11:56

11:57

11:5B

11:59

12:00

12:01

12:02

12:03

12:04

12:06

12:08

12:09

12:10

12:11

12:13

12:14

12:15

1之16

1之17

1之18

12:19

12:21

12:22

12:23

12:25

12:27

12:28

12:29

12:29

12:30

12:ヨ1

[運休日]土眠日、日日、祝日、 12月31日~ 1月3日

さくらん1

一本木中央

まなびあテラス

市役

県営住宅前

玉問通り東

東根公民酷

本町逓り

三日町

東根便局

宮曽角

東殺駅前角

さくらん1王東根君泉口

さくらん1王軍根渇皐

公立

[ご利用についてのご協力とお顧い]
時刻袈の時刻は、予定時刻です.

近路状況や天俣等により遅れる場合がありますのでご了承ください.

回

駅

[お間い合わせ]

東根市生活環境課市民生活係 0237・42・1111 内線 2171、 2172
山交パス株式会社寒河江営築所 0237・86、2181

部

11:30

11:,1

11:32

11:32

11:33

11:34

11:35

11:36

11:37

11:38

11:39

11:40

11:41

11:43

11:45

11:50

115,

11:52

11:53

11:55

11:56

11:57

11:5,

12:伽

12:01

12:03

12:05

12:05

12:06

12:07

環

西

さくらんし

一本木中央

まなびあ丁ラス

東市役断

平林郵便

四ツ家下

[フリー降】

市民パスでは、停留所以外でも自由に乗降できる「フリー乗降」をー
部の路線で実応しています.(時刻袈の蔚色された部分 です.)

●実施区周北部循環線・休石線・荷口神町東根線の一部
●利用方法

<乗るとき>バス路線上にて、手を峯げてお知らせください.

く降りるとき)事前に運転手へお伝えください.

[景料金]●大人 200円●高校生以下 100円
瑳 75戯以上の方は、乗車料金が半額になります.※全路線フリー乗降を実施しています.
裟河北町路線パスでは、東根市市民パスの回数券1 使用できません.
[休日] 1月1日 [お問い合わせ]河北町防災課生活境係 0237・73-2T16

フ:0' 12:59 17:47

フ:07 1,:伽 17:4急

フ:10 13:03 17:51

13:伽

フ:12 13:05 17:53

フ:T7 1ヨ:10 17:58

フ:21 1,:14 18:02

フ:23 1ヨ:16 18:04

フ:之5 1ヨ:1念 16:06

フ:26 13:19 1B:07

フ:29 1ヨ:22 1念:10

フ:31 13:24 18:12

フ:ヨ2 13:25 1念:1ヨ

フ:3ヨ 13:26 1念:14

フ:3,13:32 1急:20

鼻 7:49 鼻 1ヨ:ヨフ発 1念:25

フ:51 13:39 1言:27

フ:52 13:40 1武28

8:00 13:4邑 1含:,6

8:m 13:49 1含:ヨフ

含:02 1ヨ:50 1宮:ヨ8

念:04 13:52 18:40

8:07 13:55 18:43

暑:08 13:5' 18:U

8:10 13:58 1尋:46

8:12 14:伽 16:4魯

零:14 14:02 1き:50

倉:17 14:05 1B:53

念:20 14:08 1零:56

宅:23 14:11 1き:59

回

駅

り

中央環
さくらん1 根

一本木中央

市民体故

四ツ家一丁目

ノ、田

東根駅前角

さくらん1諌根没皐口

公立・院

さくらんほ東担遇寂

堂ノ前公団

日本一の大ケヤキ

東根公民価

小林一丁目

楽市役所

まなびあデラス

一本木中央

さくらんし

9:20

9:21

9:22

9:22

9:24

9:25

全ユ6

9:27

全ユ9

,30

932

93ヲ

生34

9:,5

9:M

9:42

9:U

9:46

9:47

9:48

9:49

9:50

9:51

9:52

9:53

9:54

9:55

9:55

9:56

9:57

ノ密

、民艶

四辻

三日町

向原神町根
・公立病院劇

川

二白水荘

出彊

口

二白水荘

川

根
10:07

10:OB

10:13

10:21

10:22

10:2ヨ

10:25

10:27

10:29

10:31

10:32

10:33

10:34

10:35

10:36

10:38

10:40

四辻

、民

束ノ宿

火・金日のみ

さくらん1冨東

一本木中央

まなびあテラス

寮市役所

小林一丁目

東根公民

日本一の大ケヤキ

堂ノ前公固

さくらん1諌根温泉

公立

さくらん1珪袈忍泉口

東根駅前角

ノ、田

四ツ家一丁目

市民体

一本木中央

さくらん1至東駅

四ツ家下

平林便

巣担市役所

まなぴあテラス

一本木中央

さ(らん1冨東駅

公立

さくらんほ東根温泉

さくらん1王東根温皐口

東根駅前角

宮角
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向
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校
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木中

さくらん1 駅
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防
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テ5ス

口

駅
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↓

↓

長券公民館口

あ

ラス阿

柏原

神町西五丁目
神助西四丁目

神町西三丁目

神町西二丁目

宙西一丁目

さくらん1 根駅

一本木中央

まなあテラス

市役所

県営住宅前

五間通り東

東柤公民

一日由郵便局

東の牡

師

東の牡

一日町便

日本一の大ケヤキ

堂ノ前公園

さくらん1ぎ東根辺泉

公立痢院
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フ:36

フ:ヨフ
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フ:41
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フ:43

著

13:00
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13:11 公
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商駅,
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荷口行
10:07 公立院

10. さくらん1羊東根温泉

10:09 堂ノ前公固

10:10日本一の大ケヤキ

10:11 一日町郵

10:T4 束の杜

10:15 寮師

10:16 東の牡

10:17 一日町便局

10:18 東根公民

10:27 玉問遡り東

10:28 県営住宅前

10:29 峯市役所

10:30 まなびあデラス
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10:ヨフ神町西四丁目
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10:41

10:42 大公昆

10:U 口北

10:46 荷口
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6:57
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一本木中央
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公
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↓
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行
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13:50

13:51

13:52

13:55

13:56

13:57

13:郭

13:59

駅

温泉

13:1ヨ

13:14

13:15
13:16

13:17
13:18

13:19

13:21

13:22

13:23

13:24

13:25

13:26

13:27

13:28

13:29

13:30

13:31

13:32

13:33

13:35

13:36

13:37

13:38

13:39

13:40

13:41

13:42

13:43
13:44

河北
さくらん1冨章駅

野田中央

野田

三ツ屋

羽入

助新田東

怠助新田中

藤助新田口

サンコーポラス河北

立河北

洵北中学校

どんがホール前

南部小学校前

べにばな温泉前

藤助新田口

助新田中

助新田東

羽入

三ツ屋

野田

野田中央

郡山東

まなびあテラス

一本木中央

さくらん1'東担駅

まな

15:05

15:06

15:07

15:08

15:09

15:10

15:11

15:12
15:13

15:14

15:15

15:17

15:18

15:19

15:20

15:21

15:22

15:23

15:24

15:25

フ:51

フ:55
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局
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東根市デマンド型乗合タクシー「タントのりあい号」共通乗降場所一覧表
指定権

101 公

102 ノロヤル

103 ニツ

104井川,科クリニック
105 いとう内」クリニック
106宇賀内科クリニック
107江口こど院
108 大沼医院

、医109

110 クリニック

療1 1 1

112 けんじ脳 クリニック
113 藤眼
114佐藤内科胃腸科医院

クリニック115 田内
多りウマチクリニック116

117すきこどもクリニック
斗118 つ1

119 ひ力しね耳咽喉科
120 東根クリニック
121 ひかり皮
122 ひろせこころのクリニック
123 田

124 坂クリニック
125 =;

外.腸.クリニック126

127 山内・
128.

J{叉悍他("雌車楓皇摩01

指

0 301 ^

302 北郡一用組合
303 北郡信用組合
304きらやか銀
305 きらやか
306荘内行

用307

308 山形銀行
J^

309

310 、

311 大 局
312 小田

ら人,1313

314神町便局
局315

316

317東一日町郵
318

319

320JA 'コ 1 ひ

321 "

322 m

323 "

勿324

325 "

326 Ⅱ

327 Ⅱ

328 11

"

"

"

面、市民バス経路図を参照して下さい

1'

11

11

11

"

11

拓定ぬ

公民401口201 ー、、

402小田島公民館202 あんじょう歯科医院 "

403 さくら人,1 タントクルセンター203 えだまつ歯科口腔外科クリニック "

204 えち」やタウン歯科 404 くら人,1"

4価町駅205 江

406 町公民名206

公民館207 'おつか歯科 407"

公民208 山科医 408 ""

409 長209 加 公民" 11

410 ひ力210 菅丁ンタルクリニック しね ラントそ 1111

411 東科医 駅211

212 けやき 公民クリニック 412

内的コートラ・フランス 413フス213 "11

414 まなぴあテラス214須藤歯科院
消415215

央216とよたか科 ノ、416

217 にう' 民417 ""

218 みのる 418 ""

1 -、19 ゛1

※上共降場所一表に指定されていない場所については、乗降目的地最寄りの市民バス停が乗降場所となります(

※デマンドタクシー「タントのりあい号」は、騰東根交通・槻神町タクシー2社が行いたします。

東支店
東根支店東根j目泉出
さら丙.,1 支

町支
根支店

張
町支店

11

所

1'

口

11

出
町支所

支所

"

11

タクシー乗り場
"

バス停(神町北)
バス停(^酉玉丁助

If

"

"

"

"

1.'行開始令和2年10月2日(金)~

2.運行日毎週火・金曜日

(祝日、12月31日~1月3日は運休日)

3.運行時間(便数)

行き(中央方面)/9:30

り(泉郷方面)/12:00・14:00 1日3便

4.利用料金一般料金:500円(未就学児無料)

割引料金:300円

所

"

"

11

デマンド型乗合タクシー本格運行
"

口

定胤

419 の

420 村山
421 村山
422 山形空
423

424

"

"

易

"

"

"

11

局

"

局

Ii

「ーー^

^
m

^
「ーー、マ云一^

^
「ーー^指定帳

60111 ^、ー

602 ルーホームとう」う
603ケアセンターとこしえさくら人,1 根
604これびふれ愛ホーム''

6価老所じんまち11

606月かり町"

ス」ころ607 T"

おおとみ608

609 よ

白610

ソーレ611"

612特第二白水荘1'

613 ナーシンホームさくらん1
614にこにこファミリア温町

0 615ニチイケアセンター町
516 はなまるはあと"

617 恢っとフイサービスセンター水晶1'

ホーム618

619 ま」ころ
620 いケア11

621 らふら人ノ"

H気仲はく●ル醒庫輔■皐)

11

"

察署神町交番
察署東根交番

町屯地(西
屯(

し

所

指定幟

ン501

502ヨークベニマル東根店
503ヤマザワ
504ヨークベニマル町

温(方面)505 ら人゛1
506 くら人,1

:白

5.デマンドタクシー「タントのりあい号」予約受付電話番号

丑 0237-53-8655 (鵠東根交通内)

Fax 0237-42-0239 ( If

"

支所

入口)■
入口)

口

(小中学生・高校生・障害者手帳のお持ちの方・70歳以上の方)

※予約の受付に関する注意

・予約の受付は、日の17時までお願いします。

・キャンセルする際は、当日の1時間前までお願いします。

6.デマンドタクシーに関するお問い合わせ

東根市役所生活境課内市民生活係

丑42-1111(内線2171)FaX43-11刀
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2021年4月1日改正

【平日ダイヤ】

■■■国田■■囲囲国■囲■■■囲■国国一一弱糊如一師鴻,帳一'一痢川一・
7 10

830

1140

1500

1730

7 12

8.32

1142

1502

1732

河北病院

※土曜・日曜・祝日および、 8月13日~16日、 12月29日~1月3日は下記の便は全便運休となります.

【平日ダイヤ】

7 13

833

1143

15.03

1733

冒囲■■■田園囲囲■■■固固■■■弼一秋一加獣0舳・訟一・、'ー・・"御・嶋帥

フ.13

833

1143

1503

1733

=つ

7 14

834

1144

1504

1734

10.10

1240

1630

IB35

(大久保・稲下・村山駅前)

7 15

8.35

Π 45

15.05

1735

10 "

1241

1631

18.36

公立病院

7 16

8.36

11 46

15.06

1736

10】2

1242

1632

18.37

路線パスの時刻

7 16

8・36

Π 46

1506

1736

10.13

1243

1633

1838

=つ

10.15

12.45

1635

1840

フ.17

837

Π.47

15心7

17.37

(村山駅前・稲下・大久保)

7 17

8.37

Π 47

15:07

1737

1016

1246

1636

1841

7 18

8.38

Π.48

】508

1738

1017

1247

1637

18.42

などのお問合せ山交パス寒河江営業所

=コ

フ・19

8:39

Π 49

15:09

1739

1019 1020 1020

12.49 匪1を!亘可 1250
1639 1640 1640

1844 18・45 18.45

公立病院

720

840

11 50

15 10

1740

720

840

1 1.50

15 10

1740

721

841

1151

15 "

1741

1022

1252

1642

18.47

^

722

8.42

1152

15.12

17.42

1023

1253

1643

18.48

河北病院

723

843

" 53

15.13

17.43

1024

12.54

1644

18.49

725

8.45

Π 55

15.15

17.45

1025

1255

1645

1850

0237-86-2181

フ.26

8.46

1156

15:16

1746

1026

12.56

1646

18.51

フ.27

8.47

11 57

15.17

1747

1027

1257

1647

18.52

728

848

11 58

15.18

1748

1028

1?58

1648

1853

フ.29

8.49

1159

】5.19

1749

1029

1259

16.49

1854

730

850

1200

1520

1750

1030

1300

1650

1855

731

8.51

12.01

1521

1751

1031

13.01

1651

1θ.56

732

852

1202

1522

1752

1032

13.02

16.52

IB57

フ.34

854

1204

1524

1754

1033

13.03

1653

1858

フ.35

8.55

1205

1525

1755

1035

13.05

1655

19.00

フ.36

8.56

1206

15.26

1756

10.36

13.06

1656

19.01

737

8.57

1207

1527

1757

1037

13.07

1657

19:02

フ.39

859

12.09

1529

1759

1038

1308

1658

1903

フ.39

859

1209

15.29

1759

10.38

13.08

1658

19.03

10.39

13:09

1659

19.04

フ.40

900

12 10

15.30

18・00

フ.43

903

12 13

1533

1803

10.40

13.10

1700

19.05

フ.44

9.04

1214

15.34

18.04

】04】

13.11

17.01

1906

745

9.05

1215

15.35

18.05

10.41

1311

1701

19.06

746

9.06

1216

15.36

1806

1042

13 12

17.02

1907

10.42

1312

1702

1907

フ.47

9.07

12 17

15.37

18.07

10.43

13.13

17.03

19.08

748

908

1218

15.38

1808

フ.49

9.09

12 19

15.39

1809

10.43

13.13

1703

1908

10.44

1314

17.04

19.09

旭町口荒町南

1044

1314

1704

19.09

10.45

13.15

1705

19.10

向北病
院

1047

13.17

1707

1912



尾花沢待合所

ワム

公立病院



2021年4月1日改正

【平日ダイヤ】

■国■■■四園■国囲四御加加一"鈴和""吐堆.、齢,、沌抽、、叩、樋"飾" 住宅前

9 10

1040

1220

1345

1605

9Π

1041

1221

1346

1606

公立病院

※土醒・日

9 12

1042

1222

1347

1607

9 13

10.43

1223

13:48

1608

尾花沢
待合所

745

850

1010

1150

1330

=つ

祝日および、 8月13日~16日、 12月29日~1月3日は下記のは全運休となります.

9 15

1045

1225

1350

1610

JA

おーぱ

ん前

747

852

1012

1152

1332

(大石田駅前)

9 16

1046

1226

1351

16 Π

サル

ナート

9 16

10.46

1226

13:51

1611

747

852

1012

1152

1332

尾花沢
市役所

748

853

1013

1153

1333

9 16

1046

1226

1351

16 n

住宅前

9 17

】047

1227

1352

1612

750

855

1015

1155

1335

北村山
高校璽

751

856

1016

1156

1336

路線バスの時刻

9 18

1048

1228

1353

1613

北村山
高前
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856

1016

1156

1336

9 18
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1353

1613

北村山
高牧西
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1157
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1230
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16 巧

庚申町中通り

などのお問合せ山交バス新庄営業所

921

1051

1231

1356

1616

753

858

10 18

1158

1338

922
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16 17

754

859

1019

1】 59
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駅前
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1021
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12.02
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928

1058

1238

1403

16・23
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1343
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今定
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1404
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虹ケ丘
公口
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1624
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1026
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1346

迫分

931
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1406

1626

802
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1207
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北

932
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1407

1627
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土生田
寺前
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1629
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1030
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1350

袖嶋員
協前

807
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1352

936
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1631

袖嶋学
校前

807
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1212

1352
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1247

1412

1632

坂の上

938

1108

1248

1413

1633

808

9 13

1033

12.13

1353

本飯田

939

11 09

1249

1414

1634

809
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1354
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入口
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金谷工
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口
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1357
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1355

941
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1416

1636

金谷
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1417

1637

8 13

918

1038

1218

1358

井崎

942

1112

1252

1417

1637

814

9 19

1039

1219

1359

北町北

943

1113

1253

1418

1638

815

920

1040

1220

14.00

北町

944

1114

1254

1419

1639

8 16

921

1041

1221

1401

湯沢口

945

1115

1255

1420

1640

817

922

】042

1222

1402

名取街

945

Π 15

1255

1420

1640

8 】フ

922

1042

1222

1402

楯閥中
学校前

818

923

1043

1223

1403

JA

おーば

ん前
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1258

1423

1643

947

1117

1257

1422

1642

切通し
ふれあ

い広
勅

819

924

10.44

1224

1404
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923
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1403

サル

ナート

949
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1259

1424

1644

尾花沢
市役所

950

Π 20

1300

1425

1645

村山駅
前

820
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1045

1225

1405

尾花沢
待合所

952

】 1 22

1302

1427

1647

新町

821

926

1046

1226

1406

新日1南'泉北
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927

1047

1227

1407

823

928
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1228
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公立病
院

824

929

1049

1229

1409



表5 地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

市区町村名

人口集中地区以外

東根市

交通不便地域等

交通不便地域等の内訳

人口

人口

(単位:人)

2,692

1,384

卯1攻公づ、父週云T回、地以公六父週不1Π史工冒進天力也舌T圓、工也以朧各埋込「丁一に人雄翫夫力也舌T圓Uノ束疋

年月日及び

29,648

佳去

4,532

対象地区

ム

山形県地域公共交通計画

旧東郷村

計画名

旧高崎村

(1活己載要領

1.人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の3月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

2.「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

3.「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(以
下、「交付要綱」という。)の別表7(ハ②(1))に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表7(ハ②(2X実施要領の2.(1)⑪))に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表フリに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
(重複する場合を除く)を記載すること。

4.「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表7(ハ②(1))に掲げる法律
(根拠法)1こ基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

5.「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定(乗用)」と記載すること。

6.「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること。

山村振興法第7条第1項

根拠法

山村振興法第7条第1項

策定年月日

令和3年3月

特例適用開始年度

(2)添付書類
1.「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

けこだし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可)
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表5 地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

市区町村名

人口集中地区以外

大石田町

交通不便地域等

交通不便地域等の内訳

人口

人口

(単位:人)

フ,357

功3璃公,、父週云T圓、屯攻公,、父週不1」使1冒進美力也云T1里1、工巴以朧谷浬込ワーヒ人雄挽矢力也舌T圓Uノ束疋

年月日及び

フ,357

仕去

フ,357

ム

対象地区

山形県地域公共交通計画

計画名

全域

(1)記載要領

1.人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の3月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

2,「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

3.「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(以
下、「交付要綱」という。)の別表7(ハ②a))に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表7(ハ②(2X実施要領の2.(1)⑪))に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表フリ1こ基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
(重複する場合を除く)を記載すること。

4.「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表7(ハ②(1))に掲げる法律
(根拠法)に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

5.「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定(乗用)」と記載すること。

6.「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること。

過疎法第2条第1項

根拠法

策定年月日

令和3年3月

特例適用開始年度

(2)添付書類
1.「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

けこだし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可)


